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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和1年7月18日(2019.7.18)

【公開番号】特開2018-62589(P2018-62589A)
【公開日】平成30年4月19日(2018.4.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-015
【出願番号】特願2016-202342(P2016-202342)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  83/07     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  83/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  83/05     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   83/07     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/36     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   83/04     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   83/05     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月14日(2019.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
前記シリカ（Ｅ）は乾式シリカであることが好ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
【表１】

表１によれば、実施例１と比較例１、および実施例２と比較例２との比較により明瞭に示
されているように、実施例１、比較例１、実施例２および比較例２において、硬さおよび
常温での引き裂き強さには違いはないが、高温下での引き裂き強さ、および高温下での耐
亀裂成長試験については、実施例１は比較例１よりも、実施例２は比較例２よりも顕著に
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優れていることが判明している。
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